
 

地域の猫が野良猫であることを確認。 

エサやりの場所や、トイレの設置場所を決める。 

ときがわ町さくらねこ無料不妊手術事業（行政枠）利用取扱要領（様式１）申請書を記入。 

※交付条件を厳守できるかたのみが申請をお願いします。 

※申請にあたっては、申請者の他に、飼い主のいない猫であることの確認者が必要になります。 

※去勢不妊手術を行う猫の写真を貼付してください。（毛色や模様がわかるもの） 

建設環境課 環境担当で申請 

申請受領後、審査を行い、不妊去勢手術チケットの交付決定通知を

お渡しします。 

※チケットの数に限りがあるため、すぐにはチケットをお渡しできない

可能性があります。 

チケット受領後、猫の捕獲を行ない、指定の病院で

不妊去勢手術を受けてください。 

猫を元居た場所に戻してください。 

エサやりや、トイレの設置など、適正な管理をお願いします。 

ときがわ町さくらねこ無料不妊手術事業（行政枠）利用取扱要領（様式４）利用報告書

を記入し建設環境課環境担当へ提出して下さい。 

利用しなかったチケットについては必ず返却してください。 

申請から報告までの流れ 


